
 

 令和５年１１月に開催されたＣＯＰ５（水銀に関する水俣条約第５回締約国会議）で、す

べての一般照明用蛍光ランプは、令和９年１２月末までに製造・輸出入の廃止が決定されま

した。 

 一般照明用蛍光ランプの代替品として交換用のＬＥＤランプが流通・販売されるようにな

っていますが、既設の照明器具との組み合わせが不適切な場合、発煙や発火及びランプの落

下などの重大事故につながるおそれがあります。 

 

○既設の照明器具との組み合わせが不適切な場合 

・ＬＥＤランプが点灯しないことがあります。 

 ・ランプ又は照明器具内の部品が異常に発熱し、 

発煙や発火する恐れがあります。 

○蛍光灯照明器具は、蛍光ランプと組み合わせることを 

前提に設計されています。 

 LED 化したい場合は、照明器具一式を交換してください。 

○詳しくは、一般社団法人日本照明工業会の公式ホームページをご覧ください。 

 URL: https://www.jlma.or.jp/anzen/chui/index.htm 

 

【お問い合わせはこちらへ】 

      新発田地域広域事務組合消防本部予防課 

電 話 0254-22-8096 

メール syobouka@shibata-kouiki.jp 

 

     

蛍光ランプの交換に注意！ 

蛍光ランプからＬＥＤランプへの交換は危険です 
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